
 

 

⑦仕事をするときは急いだり、慌てたりせず、安全第一を心がけましょう。 

⑨共同で仕事をするときは、合図・連絡を正確に行いましょう。 

 

仕事の追加 変更 新規の発注

 

   



 無届け就業と事務局への連絡について  
  
  事務局だより及び安全就業ニュース等、様々な機会を捉えて無届け就業をしないでくださいと 
 注意喚起を継続して行っておりますが、それでもまだ事後報告をされる会員の方が残念ながら 
 おられます。担当者から注意を促している状況です。 
  事務局を通さずに就業され傷害事故、賠償事故が起きても、全て個人で解決していただくことに 
 なります。重篤な事故が発生したり、多額の損害賠償を請求されても対応が難しくなります。 
  ルールを守って、就業していただくようお願いします。 
  
 
      ★シルバー人材センターが、会員に仕事を提供（役務の提供）しています 
      （参考）定款第４条第１項 
        臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易な 
        業務に係る就業（雇用するものを除く。）を希望する高齢者のために、 
        これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。 
      ★会員が事務局を通さず仕事を請けて、問題が起こった時に、 
       事後的な処理をする役割が事務局の仕事ではありません。事後処理はできません。 
 
 
  ルールは簡単です 
   仕事の依頼が近所、知り合い、現場で言われたら、事務局に電話連絡するだけです。 
 
 
 
   発注者から注文があったら 
     ①会員から事務局に、仕事の依頼があったことを電話連絡する 
     ②発注者から事務局に、直接電話をしていただく 
  
   発注者から、追加で仕事をして欲しいと現場で言われたら 
     ①会員から事務局に、追加の仕事をする前に連絡をする 
 

           植栽での事故発生について  
  
庭木の手入れ作業中に事故が発生しました。会員の皆様に気をつけて就業していただくためにも、 

事故の情報を共有し、再発防止に活かしていきます。 
 
概   要：７月２７日（水）午前８時１０分頃 米子市内の個人宅で、庭木手入れ作業中、 
      近くで作業していた会員の剪定鋏により怪我をした。 
      向かい合わせで生垣を刈り込み作業中、巻き付いていた弦を取り除く際、 
      反対側で枝切り鋏をして使用していた会員の鋏により指を怪我した。 
 
怪我の状態：山陰労災病院を受診、入院手術(数日間の入院後、退院) 
      左手の人差し指と中指を負傷 
 
今後の対応：傷害保険で対応予定  
 
  今回、事故が発生して早い段階で、第一報が事務局に電話で届きました。怪我をさせてしまった会員の 
  自家用車で病院を受診されましたが、急を要する場合は、躊躇なく救急車を呼んでもらうなど、 
  臨機応変に対応していただければと思います。 
 
 
  安全は全てに優先する・・・声かけを行うなど周囲の状況を確認しながら作業を行ってください 
   ◎仕事をするときは急いだり、慌てたりせず、安全第一を心がけましょう 
   ◎共同で仕事をするときは、合図・連絡を正確に行いましょう 
 
 
 

※事故が発生した場合、すみやかに事務局に電話連絡してください（ 0859-32-2633） 

   一刻を争う場合は、迷わず 「１１９番通報」 して救急車を呼んでください 


